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ホームページをもっと使いやすくしてほしい。
観光を前面に押し出すなど安曇野市に多くの人
が興味を抱くよう、もっとつなぎたくなるような、
より近代的なホームページにしてください。

　　　 光を前面に出す、もっとつなぎたくなるよ
　　　 うな、といった率直なご意見は、ご利用い
ただいている皆さんからの生の声として大変参考
になりました。少しずつではありますが、手を加
えていきたいと考えています。今後ともお気付き
の点がありましたらご意見をお寄せください。

（まちづくり推進課）

　　　 期とは、１年間を通して勤務することがで
　　　 きないことを前提としています。具体的な
職種は、一般事務・選挙事務・納付書等の封入事
務・保健師・保育士などで、そのほか一時的な業
務量の増加に伴い、短期・臨時的に雇用の必要が
ある職種です。（人事課)

市役所の公用車がすぐ前を走っていましたが、
進路変更禁止区間での変更、信号無視、スピー
ドの出しすぎなど目に余るものがありました。

市の短期非常勤職種には、どのようなものが
あるのでしょうか。

　　　 通安全は市民共通の願いであり、率先して   
　　　 実行すべき市職員の交通違反については厳
しく戒めているところです。今後も全職員に対し
一層の法令順守を指導するとともに、今回公用車
であることも重く受け止め、早急に指導し再発防
止を図ります。（総務課・人事課）

　　　 間の保険料を確定額でご通知できれば、大
　　　 変分かりやすいと思います。しかし、介護
保 険 料 が 確 定 す る ま で の４・６・８月 分 に つ い て
は「仮徴収」することが決まっています。仮徴収し
ない場合は、徴収が年度後半に集中するため、特
に年金から天引きされている皆さんは、受け取る
年金額に差が出てしまいます。仮徴収については
法律で定められているもので、市が独自の方法で
徴収することができません。市民の皆さんには都
度ご説明をさせていただきますので、ご理解をい
ただきたいと思います。（高齢者介護課）

介護保険料の仮徴収額変更通知書が来まし
たが、暫定とか仮とか平均化など大変分かり
にくい。7月から確定で納付書を出せませんか。

高齢の母が一人で暮らしています。今は何で
も自分でできますが、要介護状態になった場
合在宅介護は無理なので、今から老人ホーム
へ入所させたいと考えています。老人ホーム
の審査基準や入所待機の状況を教えてください。

　　　 人ホームの多くは利用者と施設で契約する
　　　 ため、申し込みは施設へ直接行います。審
査や待機者の管理も各施設で行っています。お母
様は今のところ介護が必要でないとのことなので、
軽費老人ホームやケアハウスなどが考えられると
思います。ほかに市の関係する施設に養護老人ホ
ームがありますが、入所基準は「環境上・経済的
な理由により在宅での生活が困難な場合」となっ
ていて、さらに判定委員会が個々の事情を斟酌し
て入所の可否を判断しています。入所定員があり
数カ月から数年待機していただくことになり、緊
急度の高い方を優先しています。（高齢者介護課）

　　　 在市内にはスポーツ少年団加盟団体が５９団 
　　　 体あります。基本的に同一競技の場合、地
元の団に入団してください。市内に１～２団体し
かない競技や特別な理由がある場合は、お住まい
の地域以外でも入団することができます。興味の
ある団や競技がありましたら社会教育課へお知ら
せください。その代表者等の連絡先をご連絡します。
連絡をとっていただき、実際に練習を見学してか
らお決めになることをお勧めします。なお、スポ
ーツ少年団に加盟していない団体もありますので、
お問い合わせください。（社会教育課）

救命講習を受けてAED（自動体外式除細動器）
の重要性をあらためて知りました。そこで
市内の設置状況を調べようとしましたが、
病院・県立高校くらいしか分かりませんで
した。市内の設置場所をホームページなど
で紹介したらどうでしょうか。

県外から転入して来ました。水道をつない
でもらおうと電話をしたところ、市役所ま
で手続きをしに来るよう言われました。他
市町村では電話で受け付けるところもあり
ます。市役所に行かなくても済むように電
話でも受け付けてもらえないでしょうか。

　　　 然の心停止の際には、ＡＥＤによる救命処
　　　 置は大変有効です。市では、平成１７年から
市関係施設に順次ＡＥＤの整備を進めていて、１９
年度末までに寄付分も含め４７台の配備を予定し
ています。ご意見のとおり、設置場所を周知する
ため、ホームページ上へ地図などを掲載しました。

（企画政策課）

　　　 の事業は新規就農者の自立を支援するため
　　　  のもので、三郷地域に５棟の住宅があります。
間取りは平屋で３Ｋ以上、家賃は一律月１５,０００円、
入居期限は５年です。入居条件は条例により定め
られています。現在５棟すべてが入居済みですが、
空きが出た場合は広報紙などで募集を行います。
（三郷総合支所産業建設課）

新規就農住宅事業を利用する条件などを教
えてください。

梓川沿いの側道で、梓橋の松本側は立派な
歩行者用道路が設置されていますが、安曇
野市側にはありません。会社や団地も増え
事故が心配です。現状では河川側へしか広
げられないような状況ですが歩道の設置な
どは可能でしょうか。

　　　 川を管理している千曲川河川事務所松本出
　　　 張所と協議しましたところ、河川側への拡
幅は許可できないという回答でした。また、ご指
摘の松本側の歩道は、河川パトロール用の管理道
路とのことでした。現状は、住宅が堤防まで隣接
していて、十分な
道路幅員を確保す
ることが困難な状
況ですが、今後も
関係省庁と協議を
してまいります。

（建設課）

近くで子どもが所属できるスポーツ団体を探
しています。

開 閉栓については、現在は間違いを防ぐため  
窓口での手続きをお願いしています。同

様のご希望が多いため、
インターネットや電話
など窓口以外で手続き
ができるよう検討して
います。（業務課）
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